
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
八
号

被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
及
び
私
立
学

校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
文
部
科
学
省
関
係
政
令
等
の
整
備
及
び
私
立

学
校
教
職
員
共
済
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
　
抄

内
閣
は
、
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成

二
十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
及
び
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律

第
九
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

目
次第

一
章
　
文
部
科
学
省
関
係
政
令
等
の
整
備
（
第
一
条─

第
十
一
条
）

第
二
章
　
経
過
措
置
（
第
十
二
条─

第
十
九
条
）

附
則

第
二
章
　
経
過
措
置

（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
に

係
る
改
正
前
私
学
共
済
法
の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
二
条
　
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
以
下

「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も

の
と
さ
れ
た
改
正
前
私
学
共
済
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職

員
共
済
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
二
百
四
十
五
号
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
（
同
項
の
規
定
に
よ
り

読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
こ
れ
ら
の
規
定
中

同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
五
条

退
職
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
退
職
給
付
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚

生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十

三
号
。
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
」

と
い
う
。
）
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
を
給

付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

遺
族
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付
（
同
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
死
亡
を
給
付
事
由

と
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

第
二
十
条
第
二
項
第

一
号

退
職
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
退
職
給
付

第
二
十
条
第
二
項
第

二
号

障
害
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
障
害
給
付
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
八
条
第
三

項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
障
害
を
給
付
事
由
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）

第
二
十
条
第
二
項
第

四
号

遺
族
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付

第
二
十
四
条
第
一
項
一
円
に
満
た
な

い
端
数
を
生
じ

た
と
き
は
、

五
十
銭
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は

第
二
十
四
条
第
三
項
五
十
円

五
十
銭

百
円

一
円

第
四
十
七
条
の
三
第

一
項
及
び
第
五
項

退
職
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
退
職
給
付

遺
族
共
済
年
金

旧
職
域
加
算
遺
族
給
付

２
　
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る

給
付
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
私
学
共
済
法
第
三
十
六
条

及
び
第
三
十
八
条
並
び
に
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
百
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
適
用
し
な

い
。

３
　
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
三
十
六
条
及
び
第
三
十

八
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
中
「
給
付
に
関
す
る
決
定
、
厚
生

年
金
保
険
法
第
九
十
条
第
二
項
（
第
一
号
及
び
第
二
号
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
被
保
険
者
の
資
格
若
し
く
は
保

険
給
付
に
関
す
る
処
分
、
掛
金
等
そ
の
他
こ
の
法
律
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
徴
収
金
」
と
あ
る
の

は
、
「
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め
の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二

十
四
年
法
律
第
六
十
三
号
）
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
に
規
定
す
る
給
付
に
関
す
る
決
定
、
掛
金
」
と
す
る
。

（
施
行
日
前
に
給
付
事
由
が
生
じ
た
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
係
る
改
正
前
私
学
共
済
法

の
規
定
の
読
替
え
）

第
十
三
条
　
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給

付
に
係
る
同
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
私
学
共
済
法
（
次
条
第
一
項
に

お
い
て
「
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
私
学
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
四
条
第
三
項
及
び
第
四
十
七
条
の
二

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
五
十
円
」
と
あ
る
の
は
「
五
十
銭
」
と
、
「
百
円
」
と
あ
る
の
は
「
一

円
」
と
、
同
条
中
「
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
第
七
十
九
条
第
六
項
（
同
法
第

八
十
七
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
厚
生
年
金
保
険
法
第
四
十
六
条
第
六
項
（
同
法
第
五
十
四
条
第
三
項
」
と
、

「
同
法
第
七
十
九
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
法
第
四
十
六
条
第
六
項
」
と
す
る
。

２
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
給
付
に
つ
い

て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
条
第
二
項
中
「
同
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附

則
第
七
十
九
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
端
数
処
理
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
四
条
　
前
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
四
条

第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
以
後
の
月
分
の
年
金
の
支
払
額
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

２
　
前
項
の
規
定
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改

正
前
昭
和
六
十
年
国
共
済
改
正
法
（
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
九
十
八
条
の
規
定
（
平
成
二
十
四
年
一
元

化
法
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
等
共
済
組
合
法
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
年
法
律
第
百
五
号
）
を
い
う
。
）
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
九
条
に
規
定
す
る
旧
私
学
共
済
法
に
よ
る
年
金
で
あ
る
給
付
に
つ
い

て
準
用
す
る
。

第
十
五
条
　
削
除

（
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
の
う
ち
職
務
等
に
よ
る
も
の
及
び
厚
生
年
金
保
険
法
に
よ
る
障
害
厚

生
年
金
等
の
支
給
を
受
け
る
場
合
に
お
け
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
の
適
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条
　
改
正
前
私
学
共
済
法
に
よ
る
職
域
加
算
額
（
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
準
用
国
共
済
法
（
平
成
二
十

四
年
一
元
化
法
附
則
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
私
学

共
済
法
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
国
共
済
経
過
措
置
政
令
（
被
用
者
年
金
制
度
の
一
元
化
等
を
図
る
た
め

の
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
及
び
国
家
公
務
員
の
退
職
給
付
の
給
付
水
準
の
見
直
し

等
の
た
め
の
国
家
公
務
員
退
職
手
当
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
一
部
の
施
行
に
伴
う
国
家
公
務
員
共
済
組

合
法
に
よ
る
長
期
給
付
等
に
関
す
る
経
過
措
置
に
関
す
る
政
令
（
平
成
二
十
七
年
政
令
第
三
百
四
十
五
号
）
を
い

う
。
第
十
八
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
三
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
第

二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
二
十
八
号
）
を
い
う
。
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
第
八
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
職
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
障
害
給
付
又
は
な

お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
準
用
国
共
済
法
第
八
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
職
務
等
に
よ
る
旧
職
域
加
算
遺
族
給

付
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
受
給
権
者
が
同
一
の
支
給
事
由
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律

第
百
十
五
号
）
に
よ
る
障
害
厚
生
年
金
又
は
遺
族
厚
生
年
金
の
支
給
を
受
け
る
と
き
は
、
当
分
の
間
、
労
働
者
災

害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
別
表
第
一
第
一
号
及
び
第
二
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
者
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
七
条
　
当
分
の
間
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
は
、
同
法
第
十
四
条
第
一

項
に
規
定
す
る
教
職
員
等
の
う
ち
、
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
厚
生
年
金
保
険
法
等
の
特
例
等
に
関
す
る
法

1



律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
百
四
号
）
第
二
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
年
金
保
険
の
被
保
険
者
と
し
な
い

者
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

２
　
社
会
保
障
協
定
の
実
施
に
伴
う
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
特
例
に
関
す
る
政
令
第
三
条
の
規
定
は
、
私
立
学

校
教
職
員
共
済
法
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
退
職
等
年
金
給
付
に
関
す
る
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
と

さ
れ
た
同
法
の
規
定
に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
の
加
入
者
の
同
法
に
よ
る
掛
金
の
標
準
報
酬
月
額
及
び

標
準
賞
与
額
に
対
す
る
割
合
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
八
年
政
令
第
四
百
二
十
五
号
）

第
十
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
範
囲
内
に
お
い
て
、
同
法
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
共
済
規
程
で
定
め
る
。

（
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
規
定
の
技
術
的
読
替
え
）

第
十
八
条
　
私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
第
四
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
国
共
済
経
過
措
置
政
令
の
規
定
の
例
に
よ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
国
共
済
経
過
措
置
政
令
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
五
条

第
一
項

附
則
第
七
十
九
条
に

附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第

七
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ

の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た

改
正
前
私
学
共
済
法
第
二
十
五
条

に
お
い
て
準
用
す
る
な
お
効
力
を

有
す
る
改
正
前
国
共
済
法
（
以
下

「
な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
準
用

国
共
済
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
八

条
の
二
第
一
項

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
申
出
を
行
っ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）
若
し
く
は

平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年
金
（
施
行
日
に
お
い
て
そ
の
同
項
の
規

定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
地
共

済
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
準
用

国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一

項

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
法
第
七
十
八
条
の
二
第
一
項

若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
た
改
正
前
地

共
済
法
第
八
十
条
の
二
第
一
項

第
二
十
五
条

第
二
項
及
び

第
三
項

附
則
第
七
十
九
条

附
則
第
三
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
付
の
う
ち
退
職
共
済
年

金
若
し
く
は
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
六
十
一
条
第
一
項

第
二
十
七
条

第
一
項

及
び
第
三
号

か
ら
第
三
号
ま
で

並
び
に

、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
附
則
第
四
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る

旧
地
方
公
務
員
共
済
組
合
員
期
間
及
び
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法

附
則
第
六
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
追
加
費
用
対
象
期
間
並
び

に

第
二
十
七
条

第
二
項

附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
三
号

附
則
第
十
一
条
第
一
項
第
一
号
又
は
第
二
号

第
三
十
四
条

第
一
項

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
規
定

に
よ
る
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制

度
の
加
入
者

国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
組
合
員
若
し
く
は
地
方
公
務
員
共
済
組

合
の
組
合
員

第
三
十
七
条

第
五
項
第
三

号
及
び
第
六

項
第
三
号

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
準
用

国
共
済
法

な
お
効
力
を
有
す
る
改
正
前
国
共
済
法

（
経
過
措
置
に
関
す
る
文
部
科
学
省
令
へ
の
委
任
）

第
十
九
条
　
第
十
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
平
成
二
十
四
年
一
元
化
法
及
び
私
立
学
校
教
職
員

共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
九
十
八
号
）
の
実
施
の
た
め
の
手
続
そ
の
他
こ
れ

ら
の
法
律
の
施
行
に
伴
う
経
過
措
置
（
文
部
科
学
省
の
所
掌
に
属
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
三
年
八
月
六
日
政
令
第
二
二
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
令
和
四
年
八
月
三
日
政
令
第
二
六
七
号
）

こ
の
政
令
は
、
令
和
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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